
令和８年１月
令和８年度～令和１０年度　京都市動物園出札改札案内業務
委託契約業者選定に係る提案要領

１　参加資格
　　以下の要件を全て満たしていることとする。

(1)   次のア又はイに該当するものであること。
1 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。
2 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者にあっては、次のすべてを満たすこと。
(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。
(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、３年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

(3) 引き続き１年以上、当該営業を営んでいること。

(4) 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。

(5) 本市の市民税及び固定資産税の未納がないこと。

(6) 本市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。

(7) 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(2) 　参加申込書提出期限日から選定結果通知日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第２９条第1項の規定に基づく競争入札参加停止処分及びそれに類する処分を受けていないこと。
(3) 　募集開始日から過去５年間に自社実績として、公共施設における案内、チケット販売、改札等の運営補助サービス業務実績を有すること。
(4) 　民事再生法の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと。
(5) 　会社更生法の規定による更生手続開始の申立て中又は更生手続中でないこと。
(6) 　会社法第４７５条又は第６４４条の規定に基づく清算の開始又は破産法第１８条又は第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(7) 　近畿２府４県（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県及び和歌山県）内の、委託業務履行場所まで１時間３０分以内の範囲に事務所、支店又は営業所を有すること。
(8) 　請負業務の受託が可能なこと。

２　委託内容 　※詳細については、仕様書に記載。
(1) 　出札（入園料の徴収及び収納事務）業務に関すること。
(2) 　改札業務に関すること。

(3) 　受付案内業務に関すること。

(4) 　寄付金の収納事務に関すること。

(5) 　有料イベント（催し）の受付事務に関すること
(6) 　安全管理業務に関すること。

(7) 　園内巡回業務に関すること。

(8) 　繁忙日及び夜間開園時間中における退園口の誘導及び逆流監視業務に関すること。

(9) 　駐輪場の整理案内及び送迎車両に関する啓発・指導に関すること。
(10) その他、上記に付随する業務に関すること。

３　委託期間
令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
４　委託料限度額

　　金１３５，０００千円（税込）／年額上限　金４５，０００千円（税込）
　※　委託価格は契約期間中の物価等の変動予想額も含めて設定するものとし、契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約変更は行わない。
　※　京都市会での令和８年度予算が不成立又は減額となった場合は、契約を締結できない又は契約内容を変更して締結する場合がある。
５　提出を要する資料

(1) 　業務提案書

業務提案書については、以下の評価項目に沿った提案内容を記載すること。
また、Ａ４用紙を使用し、表紙を除き２０ページ（両面印刷であれば１０枚）以内に収めること。形式は自由。
　　ア　運営体制
・　業務内容（別添仕様書の「２ 業務内容」）に対する配置人数を平日と休日（土曜日、日曜日、祝日）、「繁忙日」に分けて記載。また、職員の総数及び職員が欠員した場合の対応を記載すること。
・　運営体制（役割分担、業務現場の業務主任者名及び副主任者名、動物園事務所・業務現場・提案者本社間の報告・連絡・相談方法）を記載。

　　イ　サービス提供
・　外国語対応可能なスタッフの人数や翻訳機使用の有無を、外国語の種類ごとに記載すること。
・　外国人や観光客に向けたサービス向上の取組を記載すること。
　　ウ　スタッフ教育

・　スタッフへの教育方針を記載。

・　新人・フォローアップ研修の内容を記載。
・　防火、応急処置等の救急救命訓練の内容を記載。

　　エ　苦情処理・危機対応
・　苦情・トラブル等発生時の対応内容を記載。

・　事故・災害発生時の初動体制や避難誘導体制を記載。
　　オ　自由提案項目

・　その他、提案者独自が提案する来園者満足度向上の取組を記載。
(2) 　参加申出書（様式１）
(3) 　企業概要書（様式２）
　本市の承認を得たうえで一部の業務を第三者に再委託する場合、再委託する内容を記載するとともに、再委託する業務も含めた総合的な業務管理を行うこと。
(4) 　業務実績調書（様式３）
(5) 　見積書（様式４）

　　　　提案に基づき、内訳も含めて、委託料限度額の範囲内で作成し提出すること。見積額も評価の対象となる。

　　なお、業務内容項目ごとの内訳書を添付すること。形式は自由。
≪京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、下記資料も提出すること≫
(6) 　履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
(7) 　印鑑証明書
(8) 　使用印鑑届又は委任状兼使用印鑑届（様式５）
(9) 　誓約書（様式６）
(10) 調査同意書（様式７）
京都市内に事業所・事務所等があり、その水道使用者名義を持つ場合のみ
(11) 過去１年分の納税証明書
　　　　下記の各税の納税証明書（写し可）を提出すること。
　　　　・所得税又は法人税
　　　　・消費税
　　　　・本市の市民税及び固定資産税
６　京都市情報館掲載資料

　　資料１　プロポーザル提案要領

　　資料２　仕様書
　　資料３　提出資料様式
　　資料４　提案内容採点表

　　資料５　京都市動物園の概要及び主要事業
　　資料６　（参考）正面エントランスレイアウト図
　　資料７　（参考）東エントランスレイアウト図

　　資料８　（参考）図書館カフェ本棚
　　資料９　（参考）オンテナについて
７　留意事項

(1) 下見について
令和８年１月２０日（火）～令和８年２月９日（月）を下見期間とする。
下見を希望する場合は、事前に問合せを行い、日時を調整すること。
(2) 　質問及び回答について
　本件に関する質問があれば、質問票（様式８）にその内容を記入のうえ提出すること。３開庁日以内に、京都市情報館（https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html）に回答を公表する。

　なお、面接日に提案者からの質疑受付の時間は基本的に設けないため、質問は質問票提出期限までに済ませること。

(3) 　仕様書について

　　仕様書は基本的事項を定めたものであり、契約締結に当たっては、提案内容等によって内容を変更する場合がある。
８　書類の提出期日、部数、提出場所及び提出方法
(1) 提出方法（提出必要書類・質問票）
持参・郵送・メール
　　 ※　持参・郵送の場合は、６部提出すること。

　　 ※　郵送は原則として簡易書留郵便で京都市動物園総務課に送付すること。普通郵便で送付された場合、京都市動物園総務課に不着のときは、応募がなかったものと見なす。
　　 ※　メールの場合、「送信後３開庁日以内」又は「提出期限の翌日」のいずれか早い日までに受付完了の連絡を行う。連絡がない場合は不着の可能性があるため、電話により至急確認すること。
(2) 提出期限
ア　質問票及び参加申出書
　　令和８年２月２日（月）午後５時

　　※　持参・メールは午後５時厳守、郵送は２日必着
　　 イ　提出必要書類

令和８年２月９日（月）午後５時

※　持参・メールは午後５時厳守、郵送は９日必着
９　面接

　　　場　所：京都市動物園内
面接日：令和８年２月１６日（月）を予定
　　　　面接日時については、各提案者に別途連絡する
　　　内　容：提案内容の説明（２０分以内）、質疑応答（約１０分）。
　　　　　　　※HDMIケーブルで持込PCと会議室モニターを接続し、説明資料をモニター表示可能
（要事前連絡）
　　　採点者：計４名

　　　文化市民局　文化芸術企画課長

　　　　　　　　　動物園　園長、総務課長、庶務係長
１０　選定方法及び結果の通知
(1) 　選定方法

　　　　提案内容採点表のとおり選定し、最も高い提案者を受託候補者として決定する。
　　　　価格点及びその他項目以外の評価点については、採点者の平均点を採用する。

　評価点については、項目ごとに小数点第２位以下を四捨五入し、評価点は６０点以上であることを選定の条件とする。なお、参加者が１者のみであっても、プロポーザルは成立することとし、審査・選定を行うものとする。
(2) 　結果の通知

　　　　令和８年２月末～３月上旬頃に選定結果を通知する。

　　　　契約の相手方を選定した後に、参加した事業者の名称及び評価点を京都市情報館（https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html）で公表する。
　　　※　受託候補者との契約の締結については、京都市会での令和８年度予算の可決後となる。ただし、本件に係る予算が成立しないときは、無効とする。
　　　　　この場合において、本件のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、その費用を本市に請求することはできない。
１１　その他留意事項
(1) 　提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。
(2) 　提出された書類は返却しない。
(3) 　提出期限以降における提出資料の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等がある場合のみとし、本市の承諾を得た場合のほかは認めない。
(4) 　提出資料に虚偽の記載をした場合は、提出資料を無効にするとともに、事業者名を公表し、今後実施する本市のプロポーザル及び京都市競争入札等取扱要綱に規定される競争入札への参加を停止する場合がある。また、契約締結後に発覚した場合は、契約を解除し、違約金を請求する場合がある。
(5) 　その他、京都市競争入札等取消要綱に準じた措置を行う場合がある。
(6) 　本業務の受託によって、本件に関連する業務等を優先的に受託できることはない。
(7) 　提出書類は、公文書公開請求があった場合、京都市情報公開条例に基づき、公開の対象となる場合がある。
　
１２　提出及び問合せ先

　　〒６０６－８３３３　京都市左京区岡崎法勝寺町　岡崎公園内
　　　　京都市動物園　総務課（担当：中原、藤本）

　　　　電　話：０７５－７７１－０２１１
　　　　ＦＡＸ：０７５－７５２－１９７４
　　　  メール：doubutsuen-soumu@city.kyoto.lg.jp
資料１
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